
 

砂川市スクールバス利用の手引き新旧対照表 

 

現        行 改   正   後 

１ 運行の基本方針 １ 運行の基本方針 

Ｐ１ Ｐ１ 

 ○ スクールバスを利用するためには、砂川市教育委員会へ申請が必要です。ま 

た、申請が許可された後、スクールバス乗車証を配布しますので、運転手に

提示し、乗車証に記載の番号を運転手に口頭で伝えること。 

 ○ スクールバスを利用するためには、砂川市教育委員会へ申請が必要です。ま

た、申請が許可された後、スクールバス乗車証を配付しますので、乗降車の

際に、スクールバス乗車証のＱＲを車内前方にあるタブレットに読み込ませ

てください。 

      

３ 利用に関する注意事項 

Ｐ３ 

 ○ 利用について 

 

 

 

 

Ｐ４ 

○ 乗降車時について 

・ スクールバス利用対象外の者が車内に入ることが無いよう、安全対策とし

て必ず乗車証を提示し、乗車証に記載の番号を運転手に口頭で伝えるこ

と。 

３ 利用に関する注意事項 

Ｐ３ 

 ○ 利用について 

  ・（略） 

    なお、乗車証は、経路ごとに色分けしており、経路①は【黄色】、経路②

は【緑色】、経路③は【青色】、冬期部活動用は【白色】となります。 

 

Ｐ４ 

○ 乗降車時について 

 ・ スクールバス利用対象外の者が車内に入ることが無いよう、安全対策とし

て必ず乗車証のＱＲを車内前方にあるタブレットに読み込ませること。 

 

 

 

 

 

 

 



現        行 改   正   後 

Ｐ５ 

 ○ 臨時運休・遅延について 

  ・ （略） 

なお、道路状況による多少の遅延の場合は、都度の連絡はしませんのでご

了承ください。 

Ｐ５ 

 ○ 臨時運休・遅延について 

  ・ （略） 

なお、道路状況による多少の遅延の場合は、都度の連絡はしませんが、保

護者アプリ（コドモン）からスクールバスの現在位置を確認することがで

きます。 

  

 ５ スクールバス利用のきまり（生徒用） 

Ｐ８ 

 ○ 乗車前 

  ・ 登下校便ともに乗車証を提示し、乗車証に記載の番号を運転手に口頭で伝

えること。 

５ スクールバス利用のきまり（生徒用） 

Ｐ８ 

 ○ 乗車前 

  ・ 登下校便ともに乗車証のＱＲを車内前方にあるタブレットに読み込ませる

こと。 

  

 ○ 降車時 

  ・ 【下校便のみ】乗車証を提示し、乗車証に記載の番号を運転手に口頭で伝

えること。 

○ 降車時 

  ・ 登下校便ともに乗車証のＱＲを車内前方にあるタブレットに読み込ませる

こと。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


